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〔
五
一
二
〕
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
保
育
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
程
及
び
場
所

試
験
は
、
筆
記
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
実
技
試
験
は
、
筆
記
試
験
の
全
科
目
合
格
者
に
つ
い

て
行
う
。

１

筆
記
試
験

試
験
日

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
三
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

(1)

場

所

別
途
受
験
者
に
通
知
す
る
。

(2)
２

実
技
試
験

試
験
日

平
成
二
十
八
年
七
月
三
日
（
日
曜
日
）

(1)

場

所

別
途
受
験
者
に
通
知
す
る
。

(2)

二

試
験
の
免
除

１

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者

筆
記
試
験
の
一
部
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
。

２

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

申
請
に
よ
り
筆
記
試
験
の
全
部
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
。

三

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
に
二
年
以
上
在

学
し
て
六
十
二
単
位
以
上
修
得
し
た
者
、
同
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の

２

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法

第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
、
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二

年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
５
に
お
い
て
同
じ

）
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
と
同
等
以

。

上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
お
い
て
、
二
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従

。

事
し
た
も
の
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３

児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
五
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従
事
し
た
者

４

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
知
事
が
適
当
な
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者

５

平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
お
い

て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

６

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
保
育
科
を
卒

業
し
た
者

四

受
験
申
請
書
の
配
布

１

郵
送
で
請
求
す
る
場
合

受
験
申
請
書
の
送
付
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
（
Ａ
四
サ
イ
ズ
の
用
紙
が
折
ら

ず
に
入
る
大
き
さ
の
も
の

）
を
同
封
し
て
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士

）

試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
（
〒
一
七
一

八
五
三
六

東
京
都
豊
島
区
高
田
三
丁
目
一
九
番
一
〇
号
）

－

宛
て

「
手
引
き
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
郵
送
で
請
求
す
る
こ
と
。

、

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
請
求
す
る
場
合

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
手
引
き
請
求
フ
ォ
ー
ム
か
ら
、

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日

木
曜
日

午
前
十
時
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

火

（

）

（

曜
日
）
ま
で
に
請
求
す
る
こ
と
。

五

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
一
月
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
三
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
同
日
付
け
の
消

印
が
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る

）
。

六

受
験
申
請
書
の
提
出
先

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
宛
て
簡
易
書
留
で
郵
送
す

る
こ
と
。

七

受
験
手
数
料

一
万
二
千
七
百
円
（
二
２
の
場
合
は
、
二
千
四
百
円

（
別
途
郵
送
料
が
必
要
と
な
る

）
を
受

）

。

験
申
請
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
払
込
用
紙
を
使
用
し
て
郵
便
局
に
て
納
付
し
、
そ
の
受
領
証
を
受
験

申
請
書
の
指
定
位
置
に
貼
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

八

保
育
士
試
験
の
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
一
二
〇

四
一

－

九
四

八
二
）

－
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